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(57)【要約】
【課題】　含塵空気中に粒子径が非常に細かいヒューム
を含んでいて、而もこのヒュームが高濃度である含塵空
気を吸引した場合においても、早期に目詰まりが発生し
ないように工夫した集塵用フィルタと、この集塵用フィ
ルタを搭載した集塵装置を提供する。
【解決手段】　集塵用フィルタ１０を構成する濾過体Ｚ
Ｋとして、繊維層が異なる２枚又は２枚以上の複数枚の
濾過材Ａ，Ｂ，Ｃ，Ｄを積層させることによって構成さ
れていて、当該繊維層はその上流側、即ち、濾過面側か
ら少なくともエレクトレット濾過材Ａと、高性能濾過材
Ｄを用いて積層構造に構成され、且つ、両濾過材Ａ，Ｄ
のフィルタ繊維の密度が、エレクトレット濾過材Ａより
も高性能濾過材Ｄの方が高く構成する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　繊維層が異なる２枚又は２枚以上の複数枚の濾過材を積層させることによって構成され
ていて、当該繊維層はその上流側、即ち、濾過面側から少なくともエレクトレット濾過材
と、高性能濾過材を用いて積層構造に構成され、且つ、両濾過材のフィルタ繊維の密度が
、エレクトレット濾過材よりも高性能濾過材の方が高く構成されていることを特徴とする
集塵用フィルタ。
【請求項２】
　繊維層が３枚の濾過材を積層させることによって構成されていて、当該繊維層はその上
流側、即ち、濾過面側から少なくとも第１エレクトレット濾過材と、第２エレクトレット
濾過材、及び、高性能濾過材を用いて構成され、且つ、これ等３層の濾過材のフィルタ繊
維の密度が、第１エレクトレット濾過材、第２エレクトレット濾過材、高性能濾過材の順
番に順次高くなるように構成されていることを特徴とする集塵用フィルタ。
【請求項３】
　前記高性能濾過材が、エレクトレット濾過材を用いて構成されていることを特徴とする
請求項１、２に記載の集塵用フィルタ。
【請求項４】
　前記上流側、即ち、濾過面側の繊維層を構成する第１エレクトレット濾過材の目付け量
が、他のエレクトレット濾過材の目付け量の２倍以上で、且つ、厚さが３倍以上に構成さ
れていることを特徴とする請求項１、２又は３に記載の集塵用フィルタ。
【請求項５】
　平面視が略四角形状又は円形状の袋形状を成し、外端部をヒダのように次第に細く形成
すると共に、上下両面には含塵空気の通気穴を開口して成る複数のフィルタ単体を、上下
の通気穴同士が連通し、且つ、フィルタの長手方向にヒダを幾重にも重なるように略蛇腹
形状に複数連設して、これ等複数連設したフィルタ単体のうち、含塵空気の流れ方向に対
して最初のフィルタ単体の中央部に開口されている通気穴を含塵空気の吹込口とし、最後
のフィルタ単体の底面を通気穴が開口されていない閉塞面とするように構成すると共に、
上記複数連設した各フィルタ単体が、繊維層が異なる２枚又は２枚以上の複数枚の濾過材
を積層させることによって構成されていて、当該繊維層はその上流側、即ち、濾過面側か
ら少なくともエレクトレット濾過材と、高性能濾過材を用いて積層構造に構成され、且つ
、両濾過材のフィルタ繊維の密度が、エレクトレット濾過材よりも高性能濾過材の方が高
く構成されている集塵用フィルタを用いて構成されていることを特徴とする集塵装置。
【請求項６】
　前記エレクトレット濾過材の濾過面側の四隅に、エレクトレット濾過材間の密着を防止
し、且つ、通気性を確保するための通気性部材が介在されていることを特徴とする請求項
５に記載の集塵装置。
【請求項７】
　 前記各通気穴の端縁が上下外側方向に広がらないように縫着又は固着されていること
を特徴とする請求項５及び６に記載の集塵装置。
【請求項８】
　前記上下に複数連設したフィルタ単体のうち、その最下端側から数えて複数個のフィル
タ単体の内部には、全体を略櫛型状に形成した密着防止板の各櫛片が夫々介在されている
ことを特徴とする請求項５、６及び７に記載の集塵装置。
【請求項９】
　 集塵機の機体内で、且つ、前記集塵用フィルタより下流側に、濾過風量を測定するこ
とができる風量測定手段と、回転数を可変可能なブロワモータと、風量測定手段からの信
号よりブロワモータの回転数を可変制御する制御部とを設けると共に、
　上記集塵用フィルタより上流側には、含塵空気中の含塵濃度を測定することができる粉
塵濃度測定手段を設けて、
　上記の制御部は、風量値と粉塵濃度値より単位風量当りの粉塵濃度値、即ち、粉塵濃度
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を風量で割った値を演算し、
　風量を上昇させても単位風量当りの粉塵濃度値が変化しない値を粉塵濃度飽和値として
、この粉塵濃度飽和値を維持しつつ、上記風量検出手段から算出される風量値が最小とな
るように上記ブロワモータの回転数を制御することを特徴とする請求項５、６、７及び８
に記載の集塵装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、工場等の作業現場から発生する粉塵（ダスト）やヒュームを捕集する集塵機
や、その他クリーナーや脱臭装置といった各種の集塵装置等に使用して好適な集塵用フィ
ルタと、そのフィルタを備えた集塵装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来の一般的な集塵用のフィルタは、濾過面積を広くするために、例えば特許文献１に
見られるように、フィルタ面を多数のヒダがフィルタの長手方向に幾重にも重なるように
、断面略蛇腹形状（ジグザグ形状・アコーディオン形状等）に形成されていた。
【０００３】
　また、高捕集効率と低圧力損失を維持する集塵用フィルタとして、例えば特許文献２に
見られるように、表面電荷密度と繊度が異なる２層に積層したエレクトレット化された素
材から成るフィルタも存在する。
【０００４】
　一方、例えば特許文献３に見られるように、定風量運転を実現するファジイコントロー
ルシステムを搭載したインテリジェント機能を有する最近の集塵機では、吸引風量を風速
計とコンピュータで常時監視し、吸引風量の増減を検知すると、吸塵用ファンの回転をフ
ァジイ制御して最適な吸引風量（設定風量）に自動修正するように構成されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－０１４８９１号公報
【特許文献２】特開昭６２－１９７１１８号公報
【特許文献３】実開平０７－０４２９４０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところが、上記特許文献１に記載の表面略蛇腹状の集塵用フィルタを用いた集塵装置を
使用する場合において、一般的な含塵空気を捕集する場合については問題ないが、例えば
レーザー加工時（シールやラベルのマーキング、カッティング等）やはんだ付け作業時に
発生するヒュームを捕集する場合には、ヒュームは非常に細かい粒子径を含んでいるため
、それらがフィルタ濾過材に悪影響を及ぼして、早期にフィルタの目詰まりが発生してし
まう問題があった。
【０００７】
　特に、高濃度のヒュームを吸引した場合においては、その傾向が顕著に見られ、また、
目詰まりが発生しやすい箇所としては、フィルタ各層の各段内径部や、フィルタ各段のフ
ィルタ内面（濾過面）における蛇腹の濾過面が接近している箇所であり、そこから目詰ま
りが徐々に広まっていく傾向が見られた。
【０００８】
　一方、特許文献２に記載の積層エレクトレットフィルタにおいては、電荷密度に対して
のフィルタ繊維の繊維径を規定しているが、例えば、フィルタ繊維の繊維径を太く（太繊
度）して、フィルタ繊維の密度が高い濾過材を濾過面側の表層部に用いた場合には、捕集
した粗い粒子の塵埃がフィルタ繊維の濾過面の表層部に先に付着することで、通気度を充
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分に確保することができず、早期に目詰まりが発生してしまう問題があった。
【０００９】
　加えて、特に積層フィルタにおいては、ヒュームを含んだ含塵空気を捕集する場合、含
塵空気中には非常に細かい（０．３μｍ程度）粒子から、比較的大きな粒子（ １０μｍ
程度）まで広範囲の粒子が混入し、且つ、比較的大きな粒子（ １０μｍ程度）の体積割
合が大きいため、前記特許文献２に記載のようなフィルタ繊維の繊維径の選定だけでは、
それら全ての粒子径の塵埃を捕集するのに適した濾過材を選定することは困難であった。
【００１０】
　更に、前記特許文献３では、吸引空気量の増減に応じて、吸塵用ファンの回転を制御し
て、最適な吸引風量（設定風量）に自動修正するようにしているが、一般的には、工程毎
の含塵空気中に含まれる含塵量は異って変化するため、吸引空気量の増減に応じて、吸塵
用ファンの回転を制御して吸引風量を変化させただけでは、含塵濃度の増減に対応するこ
とはできず、例えば、吸引空気量が少なく吸引空気量の塵埃量が非常に多い場合において
は、設定風量となるように吸引風量を加速回転して吸引空気量を増加させているが、含塵
濃度が非常に高いため、フィルタに濾過性能以上の負荷が掛かってしまい、その結果、早
期に目詰まりが生じてしまう問題があった。
【００１１】
　従って本発明の技術的課題は、含塵空気中に粒子径が非常に細かいヒュームを含んでい
て、而もこのヒュームが高濃度である含塵空気を吸引した場合においても、早期に目詰ま
りが発生しないように工夫した集塵用フィルタと、この集塵用フィルタを搭載した集塵装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
（１）　上記の技術的課題を解決するために、本発明の請求項１に係る集塵用フィルタは
、繊維層が異なる２枚又は２枚以上の複数枚の濾過材を積層させることによって構成され
ていて、当該繊維層はその上流側、即ち、濾過面側から少なくともエレクトレット濾過材
と、高性能濾過材を用いて積層構造に構成され、且つ、両濾過材のフィルタ繊維の密度が
、エレクトレット濾過材よりも高性能濾過材の方が高く構成されていることを特徴として
いる。
【００１３】
（２）　また、本発明の請求項２に係る集塵用フィルタは、繊維層が３枚の濾過材を積層
させることによって構成されていて、当該繊維層はその上流側、即ち、濾過面側から少な
くとも第１エレクトレット濾過材と、第２エレクトレット濾過材、及び、高性能濾過材を
用いて構成され、且つ、これ等３層の濾過材のフィルタ繊維の密度が、第１エレクトレッ
ト濾過材、第２エレクトレット濾過材、高性能濾過材の順番に順次高くなるように構成さ
れていることを特徴としている。
【００１４】
（３）　また、本発明の請求項３に係る集塵用フィルタは、前記高性能濾過材が、エレク
トレット濾過材を用いて構成されていることを特徴としている。
【００１５】
（４）　また、本発明の請求項４に係る集塵用フィルタは、前記上流側、即ち、濾過面側
の繊維層を構成する第１エレクトレット濾過材の目付け量が、他のエレクトレット濾過材
の目付け量の２倍以上で、且つ、厚さが３倍以上に構成されていることを特徴としている
。
【００１６】
（５）　次に、本発明の請求項５に係る集塵装置は、平面視が略四角形状又は円形状の袋
形状を成し、外端部をヒダのように次第に細く形成すると共に、上下両面には含塵空気の
通気穴を開口して成る複数のフィルタ単体を、上下の通気穴同士が連通し、且つ、フィル
タの長手方向にヒダを幾重にも重なるように複数連設して、これ等複数連設したフィルタ
単体のうち、含塵空気の流れ方向に対して最初のフィルタ単体の中央部に開口されている
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通気穴を含塵空気の吹込口とし、最後のフィルタ単体の底面を通気穴が開口されていない
閉塞面とするように構成すると共に、上記複数連設した各フィルタ単体が、繊維層が異な
る２枚又は２枚以上の複数枚の濾過材を積層させることによって構成されていて、当該繊
維層はその上流側、即ち、濾過面側から少なくともエレクトレット濾過材と、高性能濾過
材を用いて積層構造に構成され、且つ、両濾過材のフィルタ繊維の密度が、エレクトレッ
ト濾過材よりも高性能濾過材の方が高く構成された集塵用フィルタを用いて構成されてい
ることを特徴としている。
【００１７】
（６）　また、本発明の請求項６に係る集塵装置は、前記エレクトレット濾過材の濾過面
側の四隅に、エレクトレット濾過材間の密着を防止し、且つ、通気性を確保するための通
気性部材が介在されていることを特徴としている。
【００１８】
（７）　また、本発明の請求項７に係る集塵装置は、前記各通気穴の端縁が上下外側方向
に広がらないように縫着又は固着されていることを特徴としている。
【００１９】
（８）　また、本発明の請求項８に係る集塵装置は、前記上下に複数連設したフィルタ単
体のうち、その最下端側から数えて複数個のフィルタ単体の内部には、全体を略櫛型状に
形成した密着防止板の各長片状の櫛片が夫々介在されていることを特徴としている。
【００２０】
（９）　更に、本発明の請求項９に係る集塵装置は、集塵機の機体内で、且つ、前記集塵
用フィルタより下流側に、濾過風量を測定することができる風量測定手段と、回転数を可
変可能なブロワモータと、風量測定手段からの信号によりブロワモータの回転数を可変制
御する制御部とを設けると共に、
　上記集塵用フィルタより上流側には、含塵空気中の含塵濃度を測定することができる粉
塵濃度測定手段を設けて、
　上記の制御部は、風量値と粉塵濃度値より単位風量当りの粉塵濃度値、即ち、粉塵濃度
を風量で割った値を演算し、
　風量を上昇させても単位風量当りの粉塵濃度値が変化しない値を粉塵濃度飽和値として
、この粉塵濃度飽和値を維持しつつ、上記風量検出手段から算出される風量値が最小とな
るように上記ブロワモータの回転数を制御することを特徴としている。
【００２１】
　上記（１）で述べた請求項１に係る集塵用フィルタによれば、高性能濾過材の上流側に
エレクトレット濾過材を設けた複層構造に構成したことで、含塵空気中に含まれる様々な
粒子径の塵埃を静電気による作用で効果的に捕集することができ、且つ、高性能濾過材と
の境界面に捕集される粒子を減らすことで、高性能濾過材に負担を掛けないことにより、
高捕集効率を実現しながらフィルタ濾過材の寿命を伸ばすことができる。更に、高性能濾
過材よりも密度が低いエレクトレット濾過材を使用したことで、圧力損失を低く抑えるこ
とができて、吸引源となるブロアなどに与える負担を可及的に少なくすることができる。
【００２２】
　上記（２）で述べた請求項２に係る集塵用フィルタによれば、上流側（濾過面側）から
フィルタ繊維の密度の小さい順に第１エレクトレット濾過材、第２エレクトレット濾過材
、及び、高性能濾過材と３層に積層することにより、含塵空気中に含まれるヒュームが一
つの濾過材に集中して捕集されず、しかも徐々にその絶対量を減少させながら上流側（濾
過面側）から下流側に濾過が進むことで、フィルタ全体として捕集効率を確保しつつ、目
詰まりし難い構成とした。更に、第１エレクトレット濾過材と高性能濾過材の間に、第２
エレクトレット濾過材Ｂを設けたことで、第１エレクトレット濾過材では捕集が困難な比
較的細かい粒子を捕集することができるので、高性能濾過材に負担を掛けずフィルタ濾過
材の寿命を伸ばすことができる。
【００２３】
　 上記（３）で述べた請求項３に係る集塵用フィルタによれば、濾過材の構成が含塵空
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気中のヒュームを捕集する積層された３層のエレクトレット濾過材であることより、濾材
に荷電してエレクトレット化させる製造工程において、積層された３層のエレクトレット
濾過材をまとめて荷電することができるので、作業効率が良くて製造コストを低くするこ
とができる。加えて、高性能濾過材をエレクトレット化させたことによって、その静電気
力により、更に捕集能力及び捕集したダストの保持力を向上させることができる。
【００２４】
　上記（４）で述べた請求項４に係る集塵用フィルタによれば、第１エレクトレット濾過
材の目付量と厚さを、第２、第３のエレクトレット濾過材に比べて請求項４に記載の比率
にすることで、含塵空気中に含まれる広範囲（１～ 10μm）の粒子径を第１エレクトレッ
ト濾過材で先に捕集・保持可能と成し、より粒子径の細かい塵埃を捕集するための下流側
の濾過材に負担を掛けないことで、フィルタの寿命を伸ばすことができる。
【００２５】
　上記（５）で述べた請求項５に係る集塵装置によれば、集塵用フィルタとして、前記（
１）で述べた請求項１に係る集塵用フィルタと同一の作用を発揮できると共に、フィルタ
の全体が断面略蛇腹形状に構成できるため、濾過材が含塵空気の流れ方向に対して斜めに
形成されて、濾過流路を長くすることができるから、ダストの捕集効率を向上させること
ができる。
【００２６】
　上記（６）で述べた請求項６に係る集塵装置によれば、介在した通気性部材がエレクト
レット濾過材のひだ部の端部間の密着を防止し、通気性が確保されて、エレクトレット濾
過材の端部に至るまで有効に機能することを可能とした。更に、上記通気性部材は、第１
エレクトレット濾過材よりも圧力損失が小さいので、当該濾過材の捕集性能に影響を与え
ることはない。
【００２７】
　上記（７）で述べた請求項７に係る集塵装置によれば、通気穴の端部（先端部）は、縫
着又は固着によって外側（上下側）に拡がらないので、通気性を妨げることはない。
【００２８】
　上記（８）で述べた請求項８に係る集塵装置によれば、櫛型状の密着防止板を取付ける
ことによって、第１エレクトレット濾過材の通気穴を形成する端部間の密着を防止し、通
気性が確保されて、第１エレクトレット濾過材の端部に至るまで有効に機能することを可
能とした。尚、最下端のフィルタ単体から数えて複数個以上に密着防止板を取付ければ、
上方のフィルタ単体には、下方側のフィルタ単体、及び密着防止板の重量が掛かり下方側
に引張られるので、通気穴を形成する端部が開口することとなる。よって上方のフィルタ
単体には、密着防止板を取付ける必要がないので、コストを安く抑えることができる。
【００２９】
　上記（９）で述べた請求項９に係る集塵装置によれば、粉塵飽和濃度に達する必要最小
限の風量となるように、ブロワモータの回転数を制御することで、最も集塵効率の高い制
御方法を提供することができる。更に、フィルタの濾過性能以上に負荷を掛けることもな
く、その結果、早期にフィルタ目詰まりが発生することも防止することを可能にする。
【発明の効果】
【００３０】
　以上述べた次第で、本発明に係る集塵用フィルタ及びそのフィルタを備えた集塵装置に
よれば、含塵空気中に粒子径が非常に細かいヒュームを含んでいて、ヒュームが高濃度で
ある含塵空気を吸引した場合においても、早期に目詰まりが発生しないようにフィルタ構
造を工夫し、特にフィルタを構成する濾過材の積層順序や目付け量、厚さ、密度が最適と
なるような値とし、目詰まりが発生しやすい箇所においても改良を加えると共に、更には
、含塵空気中の含塵量（含塵濃度）に応じて最適な濾過風量に自動的に制御することによ
り、フィルタの捕集能力を最大限に有効活用することできて、目詰まりし難く、且つ効率
の良い集塵用フィルタ及びこの集塵用フィルタを搭載した集塵装置を提供することができ
る。
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【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明に係るフィルタの濾過材の積層順序を説明した拡大構成図。
【図２】本発明に係るフィルタの実施例を示した平面図。
【図３】本発明に係るフィルタの実施例を示した側面図。
【図４】本発明に係るフィルタの実施例を示した側断面図。
【図５】本発明の請求項６に記載のフィルタの実施例を示した平面図。
【図６】（ａ）は図４のＹ部を拡大して示した断面図で、（ｂ）は通気性部材を取り付け
ていない場合の状態を示した図４Ｙ部の拡大断面図。
【図７】（ａ）は本発明に係るフィルタの通気穴部分の拡大断面図、（ｂ）は従来のフィ
ルタの通気穴部分の拡大断面図。
【図８】本発明で使用する密着防止板の側面図。
【図９】本発明の実施例に係る縦型集塵装置の斜視図。
【図１０】本発明の実施例に係る縦型集塵装置の内部構造を説明した側断面図。
【図１１】ポリプロピレンを加工した時に発生したヒュームの粒度分布を測定した図。
【図１２】図１１を基にして換算した粒子径と体積含有率の関係を表した図。
【図１３】エレクトレット濾過材Ａの捕集状態を光学式顕微鏡を用いて観察したものを示
した図。
【図１４】エレクトレット濾過材Ｂの捕集状態を光学式顕微鏡を用いて観察したものを示
した図。
【図１５】エレクトレット濾過材Ｃの捕集状態を光学式顕微鏡を用いて観察したものを示
した図。
【図１６】本発明の実施例に係る縦型集塵装置の動作を説明したフローチャート。
【図１７】ブロワモータの回転数の上昇に伴う風量センサ及び粉塵濃度計からの出力値よ
り算出される風量と単位風量あたりの粉塵濃度の関係を示した図。
【図１８】本発明に係る縦型集塵装置の電気的構成を説明したブロック図。
【図１９】各濾過材に対してのヒュームの付着量及び付着割合をまとめて表にした図。
【発明を実施するための形態】
【００３２】
＜フィルタ濾過材について＞
＜濾過材の構成、積層順序＞
　以下に、本発明の実施の形態を図面と共に詳細に説明すると、図１に符号ＺＫで全体的
に示したフィルタ濾過体の構成、積層順序は、繊維層が異なるＡ～Ｄの４層の濾過材によ
って形成されていて、上流側（濾過面側）から、含塵空気中に含まれる粒子径が１～１０
μｍを中心に捕集するための繊維層を形成する第１のエレクトレット濾過材Ａと、含塵空
気中に含まれる粒子径が ０．５～１μｍを中心に捕集するための繊維層を形成するエレ
クトレット濾過材Ｂと、含塵空気中に含まれる粒子径が ０．３～０．５μｍを中心に捕
集するための繊維層を形成するエレクトレット濾過材Ｃと、骨材を形成する通気性濾過材
Ｄが積層されている。
【００３３】
　また、高性能濾過材である第３のエレクトレット濾過材Ｃの上流側に、第１と第２のエ
レクトレット濾過材Ａ、Ｂを設けたことで、静電気により含塵空気中に含まれる比較的小
さな粒子から大きな粒子（粒子径 ０．５～１０μｍ）までを広範囲に効果的に捕集する
ことができて、第３のエレクトレット濾過材Ｃに負担を掛けないことにより、高捕集効率
を実現しながらフィルタ濾過体ＺＫの寿命を伸ばすことができる。
【００３４】
　加えて、上記に述べた通り、濾過材Ａ，Ｂ，Ｃは、エレクトレット化された濾過材であ
ることより、濾材に荷電してエレクトレット化させる製造工程において、積層された３層
のエレクトレット濾過材Ａ，Ｂ，Ｃをまとめて荷電することができるので、製造コストを
低く抑えることができる。
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【００３５】
＜フィルタ繊維の密度＞
　実施例でのフィルタ濾過体ＺＫは、上流側（濾過面側）からフィルタ繊維の密度の小さ
い順に第１エレクトレット濾過材Ａ、第２エレクトレット濾過材Ｂ、第３エレクトレット
濾過材Ｃから成る複数の濾過材を積層することにより、含塵空気中に含まれるヒュームが
一つの濾過材に集中して捕集されず、しかも徐々にその絶対量を減少させながら上流側（
濾過面側）から下流側に濾過が進むことで、フィルタ全体として捕集効率を確保しつつ目
詰まりし難い構成とした。
【００３６】
　更に、第１エレクトレット濾過材Ａと第３エレクトレット濾過材Ｃの間に、第２エレク
トレット濾過材Ｂを設けたことで、第１エレクトレット濾過材Ａで捕集できなかった比較
的大きな粒子や粒子径が０．５～１μｍ程度の比較的細かい粒子を捕集することができる
ので、高性能濾過材である第３エレクトレット濾過材Ｃに負担を掛けずにフィルタ濾過材
Ａ，Ｂ，Ｃの寿命を伸ばすことができる。
【００３７】
＜濾過材のスペック＞
　第１エレクトレット濾過材Ａの仕様は、目付け量が３００ g／ｍ２以上、厚さ３ｍｍ以
上のものを使用し、実施例では目付け量が３１５g／ｍ２、厚さ３．７ｍｍ、圧力損失１
５．７Ｐａ、密度８５．１×１０ ３g／ｍ３のものを使用している。
【００３８】
　第１エレクトレット濾過材Ａを上記の目付け量及び厚さにすることで、含塵空気中に含
まれる広範囲（１～ １０μｍ）の粒子径を捕集・保持可能とし、より粒子径の細かい塵
埃を捕集するための下流側の濾過材（濾過材Ｂ，Ｃ）に負担を掛けないことで、フィルタ
寿命を伸ばすことができる。
【００３９】
　第２エレクトレット濾過材Ｂの仕様は、目付け量が１１５ g／ｍ２、厚さ０．９ｍｍ、
圧力損失２５Ｐａ、密度１２７．８×１０３g／ｍ３で、その密度は、第１エレクトレッ
ト濾過材Ａの密度に比べて約１．５倍である。
【００４０】
　第３エレクトレット濾過材Ｃの仕様は、目付け量が１００ g／ｍ２、厚さ０．６１ｍｍ
、圧力損失２３８Ｐａ、密度１６３．９×１０３g／ｍ３で、その密度は第１エレクトレ
ット濾過材Ａの密度に比べて約２倍である。尚、第３エレクトレット濾過材Ｃの捕集効率
は、９９．９９９％（ JIS Z 8122の測定方法に基づく）であり、ＨＥＰＡフィルタに相
当する高性能濾過材であることがわかる。また、骨材を形成する通気性濾過材Ｄは、目付
け量が６０ g／ｍ２、厚さ０．２２ｍｍ、通気度１００ＣＣ／ｃｍ２・ｓｅｃ、圧力損失
２５Ｐａであり、通気性に優れた高強度の不織布を使用している。
【００４１】
＜フィルタについて＞
　以下に、上述したフィルタ濾過体ＺＫを用いて構成した本発明に係るフィルタの実施の
形態を図面と共に説明すると、図２は本発明が実施されたフィルタの平面図、図３はフィ
ルタの側面図、図４は側面からの断面図であって、これ等の図面において夫々符号１０で
全体的に示した本発明に係るフィルタは、複数のフィルタ単体１０Ｔ…を上下縦方向に連
設することによって構成されている。即ち、上述した図２、図３、図４に示すように、各
フィルタ単体１０Ｔ…は濾材（濾過体材ＺＫ）を折り曲げ加工することによって、平面視
が断面四角形状又は円形状を成し、且つ、上下の幅を比較的薄く形成した袋状に成形され
ていて、その外端部１０Ｓはヒダ状に細く偏平状に成形されると共に、上下幅を広く造っ
た中央部の上下両面には含塵空気の通気穴１０Ｈを開口形成した構成に造られている。
【００４２】
　本発明に係るフィルタ１０は、以上の如く構成した複数のフィルタ単体１０Ｔ…を、図
３の如く中央の通気穴１０Ｈ…同士が連通し、且つ、フィルタ１０の長手方向（図面では
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上下方向）に各フィルタ単体１０Ｔ…のヒダ（外端部１０Ｓ）が幾重にも重なるように、
接着又は縫着等の手段によって連設することによって構成されている。
【００４３】
　更に図３において、１０Ｋ…は上記上下方向に連設した各フィルタ単体１０Ｔ…の外端
部１０Ｓ…同士の部分、具体的には、四隅の各外端部１０Ｓ…の部分同士を縦方向に連結
した紐体（糸、リボンのような幅広の紐、ワイヤー等）であって、これ等の紐体１０Ｋ…
はフィルタ１０の全体を図３のように吊下げ状態（上下伸張状態）にした時には、各フィ
ルタ単体１０Ｔ…が上下に等間隔に伸張して、重なっていたフィルタ面を上下に開き、各
フィルタ単体１０Ｔ…のフィルタ面を有効利用できるように構成されている。尚、上記紐
体１０Ｋ…の取付け位置は、外端部１０Ｓの角部（隅部）のみに限定されないことは勿論
であって、外端部１０Ｓの中間部等、外端部１０Ｓであればいずれの部位であってもよく
、図示の位置のみに限定されることはない。
【００４４】
＜通気性部材について＞
　また、各フィルタ単体１０Ｔの４隅には、厚さが数十ｍｍ（実施例では、約２０ｍｍ）
で、平面視より見て略三角形状の不織布である通気性部材１０Ｘ…が使用されている。（
図５、図６（ａ）参照。）通気性部材１０Ｘの圧力損失は、前述したエレクトレット濾過
材Ａの圧力損失（実施例では１５．７Ｐａ）よりも十分に低く、通気性に優れた素材を使
用しているので、捕集性能に影響を与えることはない。
【００４５】
　実施例では、図６（ａ）のように、上下の濾過体ＺＫ、ＺＫを構成する第１エレクトレ
ット濾過材Ａ，Ａの間に、通気性部材１０Ｘを挟んだ後、外周を縫製処理している。この
ように、通気性部材１０Ｘを取付けることによって、第１エレクトレット濾過材Ａ，Ａの
捕集面同士の密着を防止し、通気性が確保されて、第１エレクトレット濾過材Ａ，Ａの端
部に至るまで有効に濾過性能が機能することを可能とした。尚、図６（ｂ）のように通気
性部材１０Ｘを介在していないと第１エレクトレット濾過材Ａ，Ａの内面同士が密着、若
しくは非常に接近してしまい、通気性が確保できなくなることが判明した。
【００４６】
＜通気穴の端部の処理について＞
　また、各フィルタ単体１０Ｔの通気穴１０Ｈの端縁部１０Ｈａ（内端部）は、外側（上
下側）に拡がっていない形状をしていて、実施例では、かがり縫い１０ＨＴによって縫製
処理されている。即ち、図５並びに図７（ａ）のように、端縁部１０Ｈａをかがり縫い１
０ＨＴとすることで、端縁部１０Ｈａ（先端）が開かず通気性を妨げることはない。例え
ば、図７（ｂ）のように端縁部１０Ｈａが開いている状態で縫製処理１０Ｗした場合には
、その開いている箇所にヒューム及び塵埃ＤＳが付着して、次第に成長していくので、そ
れに伴いフィルタ差圧も上昇し、最終的には、開口部１０Ｚが閉塞してしまい、フィルタ
１０、即ち、フィルタ単体１０Ｔが目詰まりしてしまう。特に、粘着性や付着性の特性を
備えたヒューム及び塵埃については、この傾向が顕著に見られる。
【００４７】
　よって、端縁部１０Ｈａをかがり縫い１０ＨＴで縫製処理することで、端部１０Ｈａ（
先端）が図７（ｂ）のように開かない形状となり、開口部１０Ｚの通気性を確保しながら
、ヒューム及び塵埃の端部１０Ｈａ（先端部）への付着を最小限に留めることができて、
フィルタ寿命を伸ばすことができる。なお実施例では、かがり縫い１０ＨＴによる縫製処
理をしているが、例えば、接着、圧着、溶着などの他の方法により、端部が開かないよう
に処理しても構わない。
【００４８】
＜密着防止板について＞
　実施例では、第４、図８に示した樹脂製の密着防止板２０は、図示のような板状の櫛型
形状をしている。櫛歯状の６箇所の長辺部２０Ｘ…は、等間隔で形成されていて、その間
には略Ｖ字形状の切り込み２０Ｅ…が入れられている。平面から見てフィルタ１０には、
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図２に示すように丁度９０度間隔で密着防止板２０が４箇所取付けられている。実施例で
は、図４に示す断面図に示す如く、１０段のフィルタ単体１０Ｔ…を形成しているフィル
タ１０において、最下段より数えて６段までのフィルタ単体１０Ｔ…に密着防止板２０の
計６本の長辺状の櫛片２０Ｘ…が差し込み保持されている。フィルタ単体１０Ｔ…の内側
に長辺状の櫛片２０Ｘ…を差し込むことによって、各フィルタ単体１０Ｔ…の通気口、即
ち、前記開口部１０Ｚを形成する端部間の密着を防止し、通気性が確保されて、所定の間
隔を維持することになる。
【００４９】
　また、各長辺状の櫛片２０Ｘ…には、図８に示すようにその周面の数箇所に凸部２０ｔ
…が形成されていて、差し込まれた状態を保持する抜け止め作用を発揮している。密着防
止板２０の長辺状の櫛片２０Ｘ…が差し込まれていない、最上段から数えて４段目までの
フィルタ単体１０Ｔ…においては、下方側のフィルタ単体１０Ｔ…、及び密着防止板２０
…の重量が掛かることによって、通気口（開口部１０Ｚ）を形成する端部が開口すること
となる。よって上方（半分より上）のフィルタ単体１０Ｔ…には、密着防止板２０…を取
付けることがないので、コストを安く抑えることができる。
【００５０】
＜集塵装置について＞
　図９は本発明に係る集塵用フィルタ１０が実施された縦型集塵装置５０の一例を示した
斜視図、図１０はこの縦型集塵装置５０の内部構成を示した断面側面図である。なお、図
１０において、一点鎖線の矢印は吸引した含塵空気の流れを示す。縦型集塵装置５０は、
縦長略直方体形状の本体５１と、この本体５１の前面に開閉可能に取付けられるメンテナ
ンス用扉５２とを備えている。
【００５１】
　図１０に示す本体５１は、本体５１の天板５１Ａを貫挿する円筒形状の筒体５３と、本
体内部５１Ｘにおいてこの筒体５３の下端に支持される前述したフィルタ１０と、本体内
部５１Ｘの中央よりやや下方に水平に固定される枠体５４と、この枠体５４の上面に載置
される脱臭ボックス５５と、この脱臭ボックス５５及び枠体５４の下方において本体５１
の底板５１Ｂの中央に固定される収納体５６と、この収納体５６に収納されるブロワモー
タ５７と、本体内部５１Ｘの下部後方においてブロワモータ５７と枠体５４とを接続する
接続管５８と、上記収納体５６の前方（図１０において左側）において、本体５１の底板
５１Ｂに固定された高性能フィルタ５９とを備えている。
【００５２】
　上記の筒体５３は、本体５１の天板５１Ａから上方に突出する上筒部５３Ａと、本体５
１の天板５１Ａから下方に突出する下筒部５３Ｂとにより構成され、本体５１の外部と内
部とはこの筒体５３により連通されている。上筒部５３Ａは下端に形成されたフランジ部
５３Ｆを介して天板５１Ａ上に固定されており、上筒部５３Ａの上端に含塵空気の吸込口
５３Ｈが形成されている。
【００５３】
　この吸込口５３Ｈには、更に吸気ダクト等（図示せず）が接続されて、含塵空気の発生
位置に配管されている。下筒部５３Ｂの下端外周には外鍔状に形成された支持板５３Ｋが
固定され、この支持板５３Ｋに図示しないアタッチメント等を介して前記フィルタ１０の
上面部に取り付けた上蓋１０Ｗの接続口１０ＷＡ（図４参照）が接続固定されることによ
り、フィルタ１０は本体内部５１Ｘの上部に上記筒体５３の下筒部５３Ｂに連通した状態
に吊設されている。
【００５４】
　上記の枠体５４は、図１０に示すように本体５１の前板５１Ａと背板５１Ｂに支持され
て（下向きの）断面コの字状を成す仕切板５４Ａと、この仕切板５４Ａの下端口を閉塞す
るように、仕切板５４Ａの下端内面に水平に固定される底板５４Ｂとにより構成されてい
て、仕切板５４Ａと底板５４Ｂとの間には偏平な空間５４Ｈが形成されている。仕切板５
４Ａの水平な上面には複数の穴５４Ｔ…が形成されており、更に底板５４Ｂの後部側には
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円形の挿入穴５４Ｘが穿設されている。
【００５５】
　また、前述した脱臭ボックス５５は、フィルタ１０の最下端のフィルタ単体１０Ｔの底
面に上面口５５Ａを対向させるようにして、上記枠体５４の上面に載置固定されている。
この脱臭ボックス５５の内部には、含塵空気に含まれる臭気を除去するための活性炭（図
示せず）が収納されている。また、前述した収納体５６は箱型形状を成し、この収納体５
６の内部にはブロワモータ５７が収納されている。ブロワモータ５７は、後述する制御部
からの指令によって回転数を可変することができる。前述した接続管５８は、枠体５４に
対して鉛直下方に接続される円筒形状の直管部５８Ａと、この直管部５８Ａの下端に接続
されるエルボ管５８Ｂとにより構成されている。エルボ管５８Ｂの下端を上記収納体５６
の後方連通穴５６Ｘの外周部分に接続することにより、枠体５４の空間とブロワモータ５
７の後室５６Ｔとが接続管５８を介して連通するようになっている。
【００５６】
　前述した高性能フィルタ５９は、フィルタ１０では捕集しきれなかった微粒子（例えば
、粒子径３μｍ以下の粒子）を捕集するためのものであり、例えば、ＨＥＰＡフィルタ等
が用いられる。この高性能フィルタ５９は、本体５１の下端前方に固定された左右横長の
フィルタケース５９Ｘ内に収納され、フィルタケース５９Ｘの前面に形成された前方開口
部５９Ｙを通して外気に露出している。前述したメンテナンス用扉５２の内部には、上部
から中央部下方にかけて電装室５２Ｓが形成されていて、電装室５２Ｓの背面側には、保
護カバー５２Ｘが取付けられている。
【００５７】
　また、電装室５２Ｓには、集塵装置５０の駆動、制御を行うための電装品（図示省略）
が収納されている。この電装品は、例えば、前記ブロワモータ５７の必要駆動電圧まで供
給電圧を昇圧させる昇圧基板、ブロワモータ５７を回転駆動する為のモータドライバー基
板、交流電源を直流電源に変換する電源部、電源基板、各種基板の制御を司る制御基板等
（いずれも図示省略）により構成されている。制御基板には、後述する粉塵濃度計や風量
センサの出力信号に従い、モータドライバー基板に信号を送ってブロワモータ５７の回転
制御を行う機能が具備されている。
【００５８】
　更に、上記メンテナンス用扉５２の上部傾斜面には、設定部としての操作パネル６０が
埋め込まれている。操作パネル６０には、集塵装置５０の運転、停止を行うためのスイッ
チ、含塵空気の吸引風量を設定する風量設定部、フィルタ１０９の目詰まり状態をインジ
ケータで表示する目詰まり表示部、及び集塵装置の異常を知らせる異常ランプ等（いずれ
も図示省略）が装備されている。
【００５９】
〈粉塵濃度計について〉
　また、図９、図１０に示す如く前述した筒体５３の上筒部５３Ａに取り付けられている
粉塵濃度計６１は、測定領域に向けて測定光を照射するための照射手段と、測定領域から
の被検知光を受光するための受光手段を備え、受光された被検知光を演算処理して粉塵濃
度を算出するための粉塵濃度演算手段を、集塵装置５０の制御部内に備えている。図示は
していないが、照射手段及び受光手段は検知部に内蔵されていて、吸込口５３Ｈに取付け
られている。また粉塵濃度計６１としては、レーザー光の散乱率に基づいて含塵空気中に
含まれる粉塵濃度を測定することができる光散乱方式を用いるのが良い。検知部６１Ａは
、吸込口５３Ｈより取り外し可能な構造となっていて、汚れた場合には簡単に清掃するこ
とができる。
【００６０】
　＜風量センサについて＞
風量測定手段としての風量センサ６２は、図１０に示す如くフィルタ１０の下流側のブロ
ワモータ５７の吸引口に接続されている接続管５８Ａ内に取付けられている。実施例での
風量センサ６２には、スリットを設けた風車とフォトインタラプタを備えていて、風車の
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回転数に応じたてパルス数を集塵装置５０内の制御部に出力する。後述する制御部はこの
受け取ったパルス数に応じて風量に変換する演算処理を行なう。
【００６１】
＜捕集の作用について＞
　次に、図１０を参照しつつ、上述の如く構成された集塵装置５０が含塵空気に含まれる
ヒュームや塵、埃等の粉塵を除去する時の作用について説明する。まず、メンテナンス用
扉５２を閉止し、吸気ダクト等（図示せず）を筒体５３の吸込口５３Ｈに接続する。この
状態で、操作パネル６０を操作して集塵装置５０を起動させ、ブロワモータ５７を回転さ
せる。これによりブロワモータ５７の後室５６Ｔに吸引力が生じ、図１０に一点鎖線の矢
印で示す如く、吸気ダクトから吸込口５３Ｈを介して本体内部５１Ｘに含塵空気が吸引さ
れる。この含塵空気は、フィルタ１０によりヒューム、埃、塵等が捕集された後、脱臭ボ
ックス５５内の活性炭（図示省略）により脱臭されて清浄空気となり、本体５１の外に排
出される。
【００６２】
＜含塵空気の粒度分布＞
　図１１は、容器や自動車部品など幅広い用途に使用されている熱可塑性樹脂であるポリ
プロピレンを、レーザー加工機で加工したときに発生したヒュームの粒度分布を測定した
図である。また、図１２は、図１１を基にして換算した粒子径と体積含有率の関係を表し
た図である。図１１の試験結果より、ヒュームに含まれる粒子径の範囲としては、最小流
径は約０．２μｍであり、最大流径は約１５μｍであり、また積算値 ５０％の粒度であ
る平均粒径は、 d５０＝０．９３３μ ｍであることが分かった。また図１２の試験結果
より、比較的大きな粒子である粒子径１０μ m付近において、体積の占める割合が大きい
ことが分かった。
【００６３】
　以上の試験結果から、体積占有率が大きい粒子径１０μ ｍ付近の粒子を確実に捕集す
るための第１エレクトレット濾過材Ａを、濾過面の最も上流側に配置し、その下流側に粒
子含有率が最も多い０．５～１μ ｍ付近の粒子を確実に捕集するための第２エレクトレ
ット濾過材Ｂを配置し、更に下流に、両エレクトレット濾過材Ａ、Ｂでは捕集が困難であ
る非常に細かい０．３～０．５μｍ付近の粒子を捕集するための高性能濾過材Ｃを配置し
た本発明のフィルタ１０の濾過体ＺＫは、図１１、図１２の分布図より、ヒュームを捕集
するのに最適な構成であることがわかる。
【００６４】
＜フィルタを構成する各層の濾過材の付着量及び付着割合＞
フィルタ１０の積層構成の効果を確かめるために、試験片をレーザー加工した際に発生す
るヒュームをフィルタ１０で捕集した後、フィルタ１０を構成する各層の濾過材の付着量
及び付着状態を調べる。
【００６５】
〔試験条件〕
レーザー加工機：炭酸ガスレーザー加工機
レーザー出力：１２Ｗ
試験片：ポリプロピレン
ヒューム濃度：約８５ｍg/ｍ３

フィルタ素材：第１、第２、第３の各エレクトレット濾過材Ａ、Ｂ、Ｃを使用
フィルタの構成：上流側（濾過面側）から各エレクトレット濾過材Ａ，Ｂ，Ｃを積層
フィルタの大きさ：１００ｍｍ×１００ｍｍフィルタの濾過速度：５．８ ｍ／ｍｉｎ
測定時間：１時間３０分（フィルタ差圧が １５００Ｐａに到達するまで測定）
【００６６】
〔実験結果〕
　各々の濾過材に対してのヒュームの付着量及び付着割合をまとめた表を、図１９に示す
。
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【００６７】
〔考察〕
　上記の結果より、ヒュームの付着割合が上流側（濾過面側）である第１エレクトレット
濾過材Ａから第２エレクトレット濾過材Ｂ、第３のエレクトレット濾過材Ｃと減少してい
て、密度が低い濾過材Ａで最も多くヒュームを捕集し、密度が高くなる第２、第３の各エ
レクトレット濾過材Ｂ，Ｃに向かうに従いヒュームの付着量が減っていく理想的な捕集状
態となっていることが実験により確認できた。また、各々のエレクトレット濾過材Ａ，Ｂ
，Ｃの捕集状態を光学式顕微鏡を用いて観察したものが図１３（第１エレクトレット濾過
材Ａ）、図１４（第２エレクトレット濾過材Ｂ）、図１５（第３エレクトレット濾過材Ｃ
）である。図１３では、フィルタ繊維によって比較的大きな粒子が捕集されていて、また
、フィルタ繊維間には、十分な通気性が確保されており、目詰まりしていない状態が確認
できた。
【００６８】
　図１４では、一部第１エレクトレット濾過材Ａで捕集できなかった比較的大きな粒子な
どがフィルタ１０の繊維によって捕集されているが、フィルタ１０の繊維間には、通気性
が確保されており、目詰まりしていない状態が確認できた。また、図１５では、第１、第
２のエレクトレット濾過材Ａ，Ｂでは捕集困難であった非常に細かい粒子が第３のエレク
トレット濾過材Ｃで捕集されていて、フィルタ繊維間には、十分な通気性が確保されてお
り、目詰まりしていない状態が確認できた。
【００６９】
＜風量制御について＞
　通常、含塵空気中のヒュームを集塵装置５０にて集塵する場合、ヒュームの発生量は、
工程ごとにある程度決まっているのが一般的であり、以下にヒュームの含塵量（含塵濃度
）に応じた風量制御について詳細に述べる。実施例では、集塵装置５０内のフィルタ１０
より上流側である吸込口５３Ｈに、含塵空気中の粉塵濃度を測定する粉塵濃度測定手段で
ある粉塵濃度計６１を取付けてある。また集塵装置５０内のフィルタ１０の下流側である
ブロワモータ５７の吸引口に接続してある接続管５８内には、濾過風量を測定するための
風量センサ６２を取付けてある。
【００７０】
　次に、本発明の作用を図１６のフローチャートに従って説明する。先ず、ステップ１に
て集塵装置５０の運転スイッチ（図示省略）のＯＮ動作により運転が開始されると、ステ
ップＳ２に進んで集塵装置５０の吸引源であるブロワモータ５７が回転を開始し、吸込口
５３Ｈより含塵空気の吸引を開始すると同時に、ステップＳ３で粉塵濃度計６１及び風量
センサ６２も測定を開始する。
【００７１】
　運転時間の経過に伴い、ステップＳ４に進んで制御部からの指令により、ブロワモータ
５７の回転数は次第に上がっていく。次いで、風量センサ６２及び粉塵濃度計６１は、一
定時間間隔で測定を行い、その測定値を制御部に出力する。その結果、ブロワモータ５７
の回転数の上昇に伴い、風量センサ６２及び粉塵濃度計６１からの出力値より算出される
風量と単位風量あたりの粉塵濃度の関係は、図１７のように運転開始時には風量－単位風
量あたりの粉塵濃度曲線が急勾配で上昇するが、粉塵発生量がある程度一定量であるため
、風量が上昇するに従い、風量の増加分に比べて単位風量あたりの粉塵濃度の増加分が少
ないので、次第に風量－単位風量あたりの粉塵濃度曲線の勾配が緩やかになっていき、最
終的には、ステップＳ５で風量が増加しても単位風量あたりの粉塵濃度が増加しない、粉
塵濃度飽和点（以下飽和点Ａと称す）に達することとなる。
【００７２】
　風量－単位風量あたりの粉塵濃度曲線は、飽和点Ａ以降、風量をあげても粉塵濃度は上
がらないので、飽和点Ａを維持するようにブロワモータ５７の回転数を制御することが最
も集塵効率が良いということになる。更に、フィルタ１０の濾過性能以上に負荷を掛ける
こともなく、その結果、早期にフィルタ１０の目詰まりが発生することも防止する。
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【００７３】
　具体的に飽和点Ａの算出の方法としては、図１８において符号１００で全体的に示した
制御部において、一定時間間隔（例えば数秒程度の間隔）で風量センサ６２からの風量、
及び粉塵濃度計６１からの粉塵濃度をサンプリングし、単位風量あたりの粉塵濃度を算出
する。風量が増加しているにも関わらず、ステップＳ６で単位風量あたりの粉塵濃度が一
定となるまでブロワモータ５７の回転数を上げる。その後、更にブロワモータ５７の回転
数を上昇させても、単位風量あたりの粉塵濃度に変化がなければ、単位風量あたりの粉塵
濃度が飽和したと判断し、その後は、ブロワモータ５７の回転数を単位風量あたりの粉塵
濃度に変化がない飽和点Ａまで落として、ステップＳ８でその回転数を維持しながら運転
を継続した後、ステップＳ９、Ｓ１０に進んで処理を終えることとなる。
【００７４】
　飽和点Ａを検出後には、粉塵濃度計６１の汚れを考慮して取り外しても構わない。また
作業が変更するなどして発生する粉塵濃度が異なる場合においては、再度、粉塵濃度計６
１により粉塵濃度を測定して飽和点Ａを検出して、最適な風量で運転を行えば良い。
【００７５】
　なお図１８には、本発明の構成を示すブロック図を示し、制御部１００を構成するＣＰ
Ｕ１０１及びメモリ１０２はインターフェース１０４及びバス１０３を介して、設定部６
０からの運転設定条件に基づき運転を行い、粉塵濃度計６１及び風量センサ６２からの信
号により風量一定となるようにブロワモータ５７の回転数を可変制御する。また、粉塵濃
度計６１は始業点検時のみ接続する方法でも構わない。このような方法にすることで、複
数の集塵装置５０…に対して、１台の粉塵濃度計６１で測定することができて、コストア
ップを防ぐことができる。而して図１８において、１０５と１０６は前記操作パネル６０
に設けられた表示器と設定入力部である。
【符号の説明】
【００７６】
　ＺＫ　　　　フィルタ濾過体
　Ａ　　　　　第１エレクトレット濾過材
　Ｂ　　　　　第２エレクトレット濾過材
　Ｃ　　　　　第３エレクトレット濾過材
　Ｄ　　　　　高性能濾過材
　１０　　　　集塵用フィルタ
　１０Ｔ　　　フィルタ単体
　１０Ｋ　　　紐体
　１０Ｓ　　　外端部
　１０Ｘ　　　通気性部材
　１０Ｈ　　　通気穴
　１０ＨＴ　　かがり縫い
　２０　　　　密着防止板
　２０Ｘ　　　長辺状の櫛片
　５０　　　　集塵装置
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